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 －詩経・小雅「鹿鳴」－ 

 

興である。鹿は、口をすぼめて、イウイウと鳴いては友を集め、野生の芩
ひじわ

を食べてい

る。それと同じく我が方にも、よき賓客を招いて酒肴を共にし、瑟を鼓し琴を鼓しても

てなす。瑟を鼓し琴を鼓しては、うちとけて、胸の底から楽しむ。我が方には甘
うま

い酒が

あるから、結構な賓客の心を酒宴によって楽しましめることができる。 

（漢詩選 2－詩経（下）－、高田眞治、集英社、1996） 

 

私たちの日常には、店頭に並んでいる食品を品定めした後購入し、家庭に持ち帰り調

理して食べるといった場面があります。このような食行動を左右するものに食品の「品

質」があります。一般的に、安全で、美味しく、体によく、安く手に入る食品であれば

「品質」の高いものと見なされ、私たちは通常その様な食品を選択します。 

 

食品学や商品学において、上図のような食品の「品質」を決定する特性（要素）が知

られています。ヒトが食品を食べる第一の目的はタンパク質、脂質、炭水化物、ビタミ

ン、ミネラル等の栄養源の摂取であり、さらに食品とは単なる食べ物、あるいは不可食
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化した食べ物ではなく、食べるに値する「品質」のよい物である以上、「栄養性」とと

もにその「安全性」は食品の持つべき「基本的特性」と言えます。 

食品メーカーにおいては、優良な食品を供給するというひとつの目標の下に、「品質」

と「安全性」を分けて考えることなく品質管理が行われてきたと考えられます。しかし

ながら、「品質」と「安全性」は、別の管理システム、別の所管庁、別の学問分野にお

いて取り扱われてきました。「品質」に関しては、ISO9001（品質保証マネジメントシス

テム）、農林水産省・経済産業省、「食品保蔵学」において取り扱われ、「安全性」に関

しては HACCPシステム、厚生労働省、「食品衛生学」において扱われてきました。 

「食品保蔵」の語は「保存」と「貯蔵」の 2 語からの造語であり、昭和 24 年頃木俣

正夫がその著書「食品保蔵学」2)の中で最初に用いたとされています。木俣はその著書

で「食品保蔵学」を「食品の悪変を防止し、これを安全に保持すると共に、更に吾人の

嗜好に適し、しかも栄養豊富な食品となすことを目的とする学問」と定義しています 3)。

「品質」を取り扱う学問分野である「食品保蔵学」において、当初より「安全性」の概

念が盛り込まれていることがわかります。そのため、現在出版されている「食品保蔵学」

関連のテキスト中にも、食中毒等「安全性」に関する記述が多く見られます。 

世界保健機関（WHO）は「食品衛生」を「食品の生育・栽培、生産、製造から、最終

的にヒトが摂取するまでの間のあらゆる段階において、その安全性、健全性および変質

防止を確保するためのすべての手段をいう」と定義しています 4)。この定義に見られる

「変質」の語は「食品保蔵学」において多用されている「品質」に関わる語です。この

ことから、「食品衛生学」において「品質」の概念が盛り込まれていることがわかりま

す。「食品衛生学」関連のテキスト中にも、変質等「品質」に関する記述が多く見られ

ます。 

「食品保蔵学」は食品加工と密接な関係を持ち、食品製造従事者の視点に立った分野

です。一方、衛生学はヒトの疾病にまで言及することから、「食品衛生学」は医学と密

接な関係を持ち、消費者や保健所の視点に立った分野と言えます。しかしながら、上述

したように両者は互いの分野を包含するような内容になっています。これが、「品質」

が「安全性」よりも上位の概念であるにもかかわらず、収まりの悪さを感じる理由のひ

とつと思われます。 

少し前になりますが、2003 年に ISO9001 と HACCP システムが統合された内容を持っ

た ISO22000（食品安全マネジメントシステム）が登場しました。これは、「品質」と「安

全性」の管理システム面での統合であり、より食品製造現場の実情に即したものである

と考えられます。今後、所管庁や学問分野においても統合が検討されることで、より体

系的な品質管理が行われることが期待されます。 

食品の品質には「基本的特性」の他に、それを左右するものとして「機能的特性」が

あります。私たちは空腹感からだけではなく、美味しい食品を食べることを楽しむため

にも摂取します。すなわち、食文化にもつながる「嗜好性（美味しさ）」です。食品に



美味しさが求められるのはそのためです。又、食品は日々摂取する必要があるため簡便

に入手するには、安価であること（「入手（経済）性」が要求されます。さらに、私た

ちの「嗜好性」に影響を及ぼす食品の文化性などが挙げられます。食品の「機能的特性」

である「嗜好性」と「入手性」は食品と医薬品を分ける大きな特性です。医薬品は苦く

ても、高価であっても効き目が顕著であれば良薬とされます。一方、食品はどんなに栄

養価が高くても、美味しく安価でなければ「品質」の良いものとは言えません。 

ここで食品の「機能特性」の一つである文化性が嗜好性に及ぼす影響について検討し

てみます。辛島司朗が「物がうまい
、、、

ことと、うまく感ずる
、、、、、、

ことは必ずしも同じことでは

なく、またうまいこと
、、、、、

とおいしいこと
、、、、、、

も同じではない」5)と述べ、伏木 亨が「人間は

脳で食べている」6）と表現しているように、私たちは広告等によって得られた食品の付

加的な情報を見定め、情報をも味わっていると言えます。ビンテージ・イヤーに製造さ

れたワインはうまいのではなく、長い年月に渡って培われたワインのおいしさの定義と

その風味が一致するためにおいしいとされています。先述した「入手性」や文化性は、

食品自体の性質には起因しない「付加特性（二次特性）」に分類されています。 

以上、食品の品質の特性について個別に眺めてきましたが、食品の品質の四大特性と

も言える「栄養性」、「安全性」、「嗜好性」、「入手（経済）性」に関して、加藤らはこれ

らの相互関係を理解するために、各特性を正四面体の頂点に置いた図を描いています 7)。 

作物の施肥に関する考え方に、1834 年にドイツの化学者ユストゥス・フォン・リー

ビッヒ（Justus von Liebig）によって提唱された「リービッヒの最小律」があります。

現在では必ずしも成立するものではないとされていますが、作物の生育は肥料中の窒素、

リン酸、カリウム等の中で最も少ない元素の量に支配されるというものです。この考え

方は企業の安全管理や経営効率等を説明する場合に、「リービッヒ（ドベネック）の樽

（桶）」の図と共にしばしば引用されますが、今回食品の「品質」とその要素となる各

種特性の関係について適用してみました。 

左図の様に、食品の「品質」を蛇口をひねり

樽に水を満たしていった場合の水位にたとえ

ると、食品の「品質」は最も低い値を示す特性

に支配されることがわかります。一般的に、「安

全性」が低い食品は他の特性が高くても「品質」

は低く工場においてハネ品となることから、

「安全性」は必須の前提条件となります。「安

全性」が十分確保されている食品においては

「品質」は他の特性に依存します。 

食品の「品質」と「安全性」の関係は、食品

工場で製造される高次加工食品や世界的に流

通している「食品」においてはリービッヒの樽



で説明できますが例外も認められます。タイには下痢をすることを承知で腸炎ビブリオ

（食中毒細菌）で汚染されている可能性の高い貝類を生煮えの状態で食べる習慣があり

ます。腸炎ビブリオは熱に非常に弱いため貝類を十分にボイルすれば支障がないのです

が、ボイルすることで貝の肉が硬くなりまずくなるそうです。このような食文化を西渕

光昭は「never mind」を意味するタイ語から「マイ・ペン・ライ文化」と命名していま

す 8)。日本は腸炎ビブリオによる食中毒の件数が他の国に比べて非常に多いことが知ら

れていますが、これは魚介類を生で食べる食習慣があるためです。その摂取により、食

中毒を発症するリスクがあることから「安全性」が劣るにもかかわらず、生食用の魚介

類は加熱加工された魚介類よりも「品質」が低くみられることはなく、生食用魚介類に

対する「嗜好性」はむしろ高いといえます。さらに、日本にはフグが卵巣に毒物テトロ

ドドキシンを蓄積しているにも関わらずこれを除去して食べる習慣があります。 

NPO HACCP 実践研究会 HP 掲載のコラムの「第 4 回 食経験について考える（2019 年

8月配信）」では「食経験」、すなわちヒトがある動植物を、あるいはそれらを原料とし

た加工食品を幾世代にも亙り摂食してきたという経験について考察しました 9)。一般的

に、ある動植物に食経験がある場合、この動植物は疫学的に安全性が保障されていると

考えられています。日本における魚介類を刺身で食べる食習慣の記録は応永６年（１３

３９年）の「鈴鹿家記」の記事が初出とされていますが、それ以前にも日本にはこの食

習慣があったことが予想されることから、魚介類の生食は食経験として十分な期間を経

ています。日本人のこの食習慣に対する立場は「never mind」であり、日本はタイに劣

らず「マイ・ペン・ライ文化」の国であると言えます。食経験は究極の安全性試験と言

われていますが、世界基準となるような安全性試験ではなく、特定の民族において成立

する限定付きのもであることがわかります。摂食によって安全上のリスクがあるにもか

かわらず、日本人はなぜ魚介類の生食を許容したのかは詳細に議論される必要があると

考えられます。さらに、「すし」に代表されるような今日の世界的な魚介類の生食文化

の許容についてもその安全性や食経験の観点から検討される必要があると思います。 

 

※本稿は下記の文献に加筆し作成しました。 

宮地竜郎、「食品の品質は各種の特性により決定されている」、環境管理技術、Vol.26、

p17-20、2008 
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